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経済産業省における経済産業省における

医療情報化施策の概要医療情報化施策の概要

平成１７年９月１６日平成１７年９月１６日

経済産業省商務情報政策局経済産業省商務情報政策局
医療・福祉機器産業室医療・福祉機器産業室

医療の情報化の推進医療の情報化の推進
（道具としての情報技術）（道具としての情報技術）

医療分野の情報化の意義医療分野の情報化の意義

セキュリティの確保

個人情報保護法の遵守
（平成17年4月施行）

次世代デジタル医療
（EBMによる医療の標準化、安全な医療、
ゲノムベースの医療の個人化等の実現）

（コ
ス
ト
分
析
・物
流
の
効
率
化
）

経
営
の
効
率
化

クリティカル・パス、情報開示
（医療プロセスの効率化・透明化）

（医
療
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
）

チ
ー
ム
医
療
・遠
隔
医
療
の
実
現システムの低コスト化 医療機関の要望に応じ

たシステムの開発
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次世代デジタル医療の実現に向けて次世代デジタル医療の実現に向けて

○ 画像診断機器等、それぞれのモダリティを通じて収集された患者の膨大なデータを分析することによって、治療計
画シミュレーションへの活用等、次世代デジタル医療の発展を視野。

○ ＥＢＭによる医療の標準化、ゲノムベースの医療の個人化等の推進にも寄与。

○ 画像診断機器等、それぞれのモダリティを通じて収集された患者の膨大なデータを分析することによって、治療計
画シミュレーションへの活用等、次世代デジタル医療の発展を視野。

○ ＥＢＭによる医療の標準化、ゲノムベースの医療の個人化等の推進にも寄与。

次世代デジタル医療次世代デジタル医療

データ分析により、診断から治療に
必要な医療情報を提供。

・安全で、確実な診断・治療の実現

・診断・治療の低コスト化

・早期発見・早期治療の実現

・治療計画シミュレーション

・治療支援/手術ナビゲーション

・形態／機能／代謝の複合診断

・教育・トレーニング

＜基幹ｼｽﾃﾑ＞

情報分析情報分析

収集した患者データの集
積・融合による分析を行う。

＜部門ｼｽﾃﾑ＞

・
・
・

医事会計システム

臨床検査システム

放射線検査システム

薬剤システム

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム

オ
ー
ダ
エ
ン
ト
リ

シ
ス
テ
ム

システム共通基盤
（セキュリティなど）

・収集した患者データ及び蓄積さ
れた類似症例等のデータによ
り、患者の症例を分析。

マルチベンダ環境にお
ける相互運用性、拡張
性の担保が重要

【各モダリティ】
・心電図
・脳波
・呼吸図
・MRI
・CT
・PET

等

情報収集情報収集

モダリティを通じて、患者
データの収集を行う。
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医療の情報化の果たす
べき役割の重要性
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情報化情報化に対する意識①に対する意識①（情報化とコミュニケーション）（情報化とコミュニケーション）

○ コミュニケーションに関する調査では、４割弱の回答者がコミュニケーションが円滑になったと回答。
○ 理由としては、「時間を選ばなくなった」ことを多くの回答者が挙げている。

○ コミュニケーションに関する調査では、４割弱の回答者がコミュニケーションが円滑になったと回答。
○ 理由としては、「時間を選ばなくなった」ことを多くの回答者が挙げている。

コミュニケーションに関する情報システム導入以前との比較

時間を選ば
なくなった

手段・方法
が簡便に
なった

情報の管理
がしやすく
なった

その他

（N=350）

24.6 56.3

1.4 0

6.9

(%)

かなり円滑に
コミュニケー
ションが
取れるように
なった

やや円滑に
コミュニケー
ションが
取れるように
なった

あまり
変わらない

やや
コミュニケー
ションが
難しくなった

かなり
コミュニケー
ションが
難しくなった

無回答

10.9

先進的情報技術活用型医療機関等ネットワーク化推進事業事後評価報告書
（平成15年3月）より

（N=124）

円滑にコミュニケーションが取れるようになった理由
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情報化情報化に対する意識②に対する意識②（診療データ共有によるメリット）（診療データ共有によるメリット）

○ 診療情報の共有に関する具体的なメリットとしては、前述のコミュニケーションについてと同じく、「時間を選ば
なくなった」と回答した者が７割を超え、診療情報の共有には、情報システムの導入が有効であることを示し
ている。

○ 診療情報の共有に関する具体的なメリットとしては、前述のコミュニケーションについてと同じく、「時間を選ば
なくなった」と回答した者が７割を超え、診療情報の共有には、情報システムの導入が有効であることを示し
ている。

情報システム導入後の診療データ共有に関する具体的なメリット
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先進的情報技術活用型医療機関等ネットワーク化推進事業事後評価報告書
（平成15年3月）より
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情報化情報化に対する意識③に対する意識③（情報化を進める上での阻害要因）（情報化を進める上での阻害要因）

○ 医療の情報化を進める上で「阻害要因がある」とした回答者は、全体の８割強を占める。
○ 阻害要因となる具体的な内容については、８割弱が「費用の高さ」を挙げている。
○ 行政の対応を強く希望するものとしては、「経済的インセンティブ」を挙げた回答者が最も多い。

○ 医療の情報化を進める上で「阻害要因がある」とした回答者は、全体の８割強を占める。
○ 阻害要因となる具体的な内容については、８割弱が「費用の高さ」を挙げている。
○ 行政の対応を強く希望するものとしては、「経済的インセンティブ」を挙げた回答者が最も多い。

阻害要因となる具体的な内容 阻害要因のうち、行政に最も強く要望するもの
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先進的情報技術活用型医療機関等ネットワーク化推進事業事後評価報告書
（平成15年3月）より

（N=292)（N=292)
※350の医療機関等のうち、医療
の情報化を進める上で、阻害要
因があると回答した292医療機関
等を対象。
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医療の情報化に係るこれまでの経済産業省の取組医療の情報化に係るこれまでの経済産業省の取組
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平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度～

政
府
の
目
標

保健医療分野の情報化に
向けてのグランドデザイン

【平成13年12月】
（厚生労働省）

保健医療分野の情報化に
向けてのグランドデザイン

【平成13年12月】
（厚生労働省）

e-Japan戦略Ⅱ
【平成15年7月】
（IT戦略本部）

e-Japan戦略Ⅱ
【平成15年7月】
（IT戦略本部）

e-Japan重点計画2003
【平成15年8月】
（IT戦略本部）

e-Japan重点計画2003
【平成15年8月】
（IT戦略本部）

e-Japan重点計画2004
【平成16年6月】
（IT戦略本部）

e-Japan重点計画2004
【平成16年6月】
（IT戦略本部）

IT政策パッケージ2005
【平成17年2月】
（IT戦略本部）

IT政策パッケージ2005
【平成17年2月】
（IT戦略本部）

制
度
改
正
等

（
厚
生
労
働
省
）

診療録等の電子媒体
による保存の容認
【平成11年4月】

診療録等の電子媒体
による保存の容認
【平成11年4月】

診療録等の外部保存を
条件付容認
【平成14年3月】

診療録等の外部保存を
条件付容認
【平成14年3月】

レセプト直接請求の容認
【平成14年12月】

レセプト直接請求の容認
【平成14年12月】

診療録等の医療機関外での
保存の条件付き容認
【平成17年3月】

診療録等の医療機関外での
保存の条件付き容認
【平成17年3月】

電
子
カ
ル
テ

レ
セ
プ
ト

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

【病院】
オンライン化

＆
直接請求

【病院】
オンライン化

＆
直接請求

【病院】
医療機関
ネットワーク化

【病院】
医療機関
ネットワーク化

【診療所】
電子カルテ・レセプト一体型システムの開発

保健医療データ
ビジュアライゼーション

事業

情報システム
構築事業
（医科分野）
（歯科分野）
（薬科分野）

相互運用性の確保

医療情報システムにおける
相互運用性の実証事業
（平成17年度～平成19年度）

※平成16年度はプレスタディとして実施

保健医療福祉情報
セキュリティ推進事業

保健医療福祉情報
セキュリティ推進事業

●モデル事業
●政策群： ITを活用した
医療の利便性向上

●モデル事業
●政策群： ITを活用した
医療の利便性向上

ee--JapanJapan戦略の目標達成に向けた経済産業省の役割戦略の目標達成に向けた経済産業省の役割

「e-Japan重点計画2004」（平成16年6月）「e-Japan重点計画2004」（平成16年6月）

●異なるベンダーにより構築されたシステムであっても相
互運用が可能となる環境を構築する。（2006年度末）

●医療情報化に係る人材育成プログラムを作成し、実際
の大学等における研修カリキュラムでの利用を図る。
（2006年度末）

「IT政策パッケージ2005」（平成17年2月）「IT政策パッケージ2005」（平成17年2月）

●2005年末までに他の院内システムとのマルチベンダー化を進めるため、基幹的な共通データベースフォー
マットを構築。

●2005年末までに標準的電子カルテの基本要件を踏まえた基幹的なインターフェースの構築等、互換性確保
のための措置を実施。

●管理者層に対し、医療情報技術の利用と病院経営の関係を把握させるためのモデルプログラムを2005年
末までに開発して試行するとともに、試行を踏まえ、CIOの役割、位置付け等について検討を行う。

●2005年末までに管理者層に対し、遠隔医療等の知識を習得させるために人材育成プログラムを作成。

取組の取組の
加速化加速化

20052005年に世界最先端の年に世界最先端の
ITIT国家となる国家となる

ITの戦略的利活用による
「元気・安心・感動・便利」社会の実現

ITの戦略的利活用による
「元気・安心・感動・便利」社会の実現

相互
運用

性の
確保

医
療
情
報

管
理
者
の

育
成

相互
運用

性の
確保

医
療
情
報

管
理
者
の

育
成
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医療情報システムにおける
相互運用性の実証事業

12

情報化の現状認識と相互運用性確保の必要性情報化の現状認識と相互運用性確保の必要性

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所

病院（400床未満）

病院（400床以上）

運用中

12.56％

5.36%

9.52%

規模別に見た電子カルテ導入状況

・各部門の様々な要求に、的確に応えることが課題
・各部門を得意とするベンダの参入が可能な環境整備が必要

普及の促進に必要な視点

・システム導入コストの低減が課題
・標準化された部門システムの組み合わせが可能な環境整
備が必要

（出展）財団法人医療情報システム開発センター
「平成15年度保健、医療、福祉情報システム化に関する調査」

（約850施設）

（約8,300施設）

（約94,000施設）

病院全体では、
6.33％

現在、「e-Japan重点計画」等の目標達成には遠い状況。今後、一層の取組の加速化が必要。現在、現在、「「ee--JapanJapan重点計画」等の目標達成には遠い状況。今後、一層の取組の加速化が必要。重点計画」等の目標達成には遠い状況。今後、一層の取組の加速化が必要。

医療情報システムの導入の現状

医療情報システムに医療情報システムに

おける相互運用性をおける相互運用性を
確保することが必要確保することが必要
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医療情報システムにおける相互運用性の実証事業の目的医療情報システムにおける相互運用性の実証事業の目的

医療情報システムにおける医療情報システムにおける
相互運用性の実証事業相互運用性の実証事業

事業の目的

【ユーザ（医療機関）】
○低コストかつ効果的なシステム構築、病院全体システムの最適化

【患者】
○質の高い、時間的・空間的な制約を受けない医療サービスを提供

【国民】
○経営の効率化による国民医療費の低減

【ベンダ】
○強みを活かしたシステム（商品）開発への資源集中、新規参入

○情報産業における技術の高度化

○次世代デジタル医療を可能とするプラットフォームの構築

ベンダとの連携

厚生労働省との連携

政策目標

○全国の病院における電子カルテの普及率
※平成19年度までに20％以上とする。（現在、約6％）

○一定規模の医療情報システムの導入コスト
※平成19年度までに9％の削減を図る。
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【目的】○各社が遵守すべき標準仕様の作成
○標準的システム構築のためのガイドライン整備
○マルチベンダ間の相互運用性の推進普及

【【目的目的】○】○各社が遵守すべき標準仕様の作成各社が遵守すべき標準仕様の作成
○標準的システム構築のためのガイドライン整備○標準的システム構築のためのガイドライン整備
○マルチベンダ間の相互運用性の推進普及○マルチベンダ間の相互運用性の推進普及

現状現状

○医療情報システムの構築においてHL7は使
われ始めているが、必ずしもシステム全体

で一貫した情報交換が行われていない。

○放射線画像検査分野では、IHEの取組によ
り、HL7、DICOMベースの一貫した情報交換
の仕組みが普及しつつある。

○ユーザ、ベンダには、標準ベースのシステ
ム構築に期待があるが、現状は基幹システ
ムベンダのとりまとめに依存している。

○電子カルテの解禁等、医療制度における情

報化の制度的基盤が整備されつつある。

医療情報システムにおける相互運用性推進普及プロジェクト医療情報システムにおける相互運用性推進普及プロジェクト

A社電子カルテ B社電子カルテ

標準フォーマット

変換 変換最小データセット

データの互換性データの互換性

診療情報の互換性を保証するための最小データセット項目の定義、
データフォーマットの作成。

データの閲覧・利用性データの閲覧・利用性

データや情報を容易に相互参照可能とするための標準的照会方式を策定。

標準化

A社電子カルテ

変換 B社
システム

問い合わせ／表示

表示法の一部を標準化

応答メッセージ

問い合わせ要求
メッセージ

システムの相互接続性システムの相互接続性

複数のシステムにわたる情報の一元的な利用を可能とするための実装ガ
イドラインの策定。

電子カルテ／
オーダリング
システム

放射線情報
システム

画像モダリティ
ＰＡＣＳ

画像ＷＳ

システム共通基盤システム共通基盤

診療情報の安全な利用を可能とする基盤を構築
・H-PKIによるアクセス制御の実証
（シングルサインオン等）
・医療施設内電子保存の実証実験
（スキャン・電子署名・タイムスタンプ付加システム等）

（JAHISの成果発表会資料より経済産業省にて作成）
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●地域医療情報連携システムの標準化及び実証事業

地域医療情報連携システムのイメージ地域医療情報連携システムのイメージ

＜効果＞

○システムの標準化により、異なるベンダによるシステム間であっても接続が容易化することにより、シス
テム導入コストの低減等が図られ、地域医療情報連携システムの医療機関への普及が促進する。
○患者の疾患や病期に応じて、地域で最良の診療を切れ目なく受けられるようになるため、死亡率や後
遺症率の低下など患者本位の質の高い医療の実現に向けた環境が整備される。
○システムの標準化により、多様なシステムベンダの新規参入が促進されるなどマルチベンダ化が進展
することにより、システムの質・性能の向上が図られる。
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報
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門
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隔
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ン
サ

ル
テ
ー
シ
ョ
ン

シ
ス
テ
ム

リ
ア
ル
タ
イ
ム
遠
隔

手
術
支
援
シ
ス
テ
ム

応
急
対
応
支
援

シ
ス
テ
ム

リ
ハ
ビ
リ
支
援

シ
ス
テ
ム

診
療
医
連
携

シ
ス
テ
ム

在
宅
医
療
支
援

シ
ス
テ
ム

システム共通基盤（データ圧縮技術など）

急性期 回復期 維持期

システム標準化により疾患別に院間の相互運用性を確保


